
百合丘子どもサッカークラブ会則 

 

 

第 1章 総則 

1.1 名称 

このクラブは、昭和４６年４月に発足し、その名称を「百合丘子どもサッカークラ

ブ」とする。 

1.2 目的 

このクラブは、サッカーゲームの基礎訓練をとおし、子供たちの忍耐力・協調性の

育成を目的とし、子どもたちが個々にもっている潜在的能力を開発できるよう指導

する。何よりも地域の子どもたちが楽しくサッカーをできる場を提供する。 

 

 

第２章 会員 

2.1 資格 

クラブの会員は、原則として、満３歳以上、小学６年生までの少年･少女で、スポー

ツ障害保険に加入した者とする。（但し、３歳児については、集団生活経験者のみ

とする）。 

2.2 入会 

入会受付は随時行う。 

2.3 退会 

退会は、必ず書面（所定の退会届用紙）をもって届けることとし、届け出が受理さ

れるまでは会員とみなす。 

2.4 休会 

2.4.1 休会は、病気・ケガ、その他クラブが認めた理由とし、必ず書面にて届ける

こととする。 

2.4.2 休会期間は、１ヶ月以上最大１２ヶ月とし、休会期間終了をもって退会とす

る。なお、休会期間終了前には役員会のメンバーより保護者へ通知を行い、

期限までに復会の意思が確認できない場合は、退会とみなす。 

 

 

第３章 運営 

3.1 運営 

監督を当クラブの代表者とし、監督の指導の下、以下の体制でクラブの運営を行う。 

① 監督および各コーチ：技術指導、育成方針の決定、試合調整・大会参加  

② 監督およびクラブ会員の保護者にて組織する役員会：上記①以外の運営 

3.2 役員および役員会 

当クラブの役員は、総務代表、書記、会計、用具、保険、試合代表、および試合係



とし、必要に応じて総務副代表を設置するものとする。また、全役員をもって役員

会を構成する。 

3.3 役員の任期 

役員の任期は当該年度の４月１日から翌３月３１日までの１年間とする。 

3.4 役員の選任および承認 

各役員は該当学年の保護者による互選とし、保護者の過半数の信任を得るものとす

る。なお、試合係は各学年 （ただしキッズクラスを除く）から、その他の役員は原

則として小学５年生の保護者から選任するが、当該学年の会員が少ない場合等特段

の事情がある場合は、他の学年から選任することができる。 

3.5 その他の係 

役員会の指示のもと、合宿係、イベント係等クラブの運営に必要な係を設置するも

のとする。 

3.6 役員・係のボランティア制 

役員および係はボランティアにてその任にあたるものとする。 

 

 

第４章 保護者総会 

4.1 保護者総会の開催 

当クラブは保護者総会を最低年１回、開催するものとする。 

4.2 保護者総会の決議事項 

保護者総会では、以下の事項を決議する。決議は会員の過半数の投票をもって決す

る。 

① 当該年度の予算計画 

4.3 その他の決議事項 

4.2 に定めるほか、以下の事項は会員の過半数の決議をもって決する。なお、投票

は保護者総会による投票のほか、随時、ＷＥＢ投票を用いて決することができる。 

① 3.4 に定める役員の信任。なお、役員会としての信任を得ることで個々の役員

の信任に代えることができる。 

② 会則の変更（ただし、附則を除く） 

③ 会費の変更 

④ その他役員会にて保護者総会決議が必要と判断した事項 

4.4 投票 

本章における保護者総会またはＷＥＢ投票における投票数は、会員（子供）１人に

つき１票とする。 

 

 

第５章 活動 

5.1 練習日 

練習は、土曜日・日曜日・祝日とする。但し、高学年（４年生以上）は平日練習に

も参加する。 

5.2 試合 

当クラブは定期的に試合を開催し、会員に参加の機会を提供する。ただし、試合へ



の出場を保証するものではない。 

5.3 行事 

当クラブは様々な行事やイベントを開催し、会員相互の親睦を深める。これには親

子参加の行事も含まれる。 

5.4 実施の権限 

試合およびイベントの実施に関する最終的な決定権は監督が有する。 

 

 

第６章 会費 

6.1 会費 

会費は会計が徴収し、監督およびコーチへの謝礼、交通費、その他必要に応じた出

費に充てる。なお、会費の徴収、経費の支払いその他の出納については、会計が年

に１回、保護者総会にて決算報告を行うものとする。 

6.2 会費の取り扱い 

会費の取り扱いについては以下のとおりとする。 

① 会費は年度毎に決定し、３ヶ月前納とする。なお、会費の変更を行う場合は 4.3

による保護者総会の決議を要する。 

② 会員は、出欠にかかわらず会費を納入するものとする。なお、休会者について

は会費の支払いを免除する。 

③ 一度納入した会費は原則として返却しない。 

④ 必要に応じ、会費を臨時徴収することがある。 

6.3 試合費 

会費とは別に、試合を行うにあたり試合費を徴収する場合がある。試合費は、コー

チの交通費、保護者審判への謝礼、飲料の購入代等に充てるものとする。 

 

 

附則 

当クラブの監督、コーチ、顧問は以下の方々とする。 

監  督 善本康二 

コーチ 横山敏郎 小林寛明  鈴木竜太 岩田淳平 夘月潤 林幸多郎 

山本海晴 中島隆之介 清水晴樹 小山田銀辰 

顧 問 大澤英雄先生 

 

 

最終改定日：令和 6年 1月 27 日 


